
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
六
月
三
日

（
第
九
〇
三
五
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 43 号

平成 15 年

6 月 3 日（火曜日）

一

告
　
　
示

○
公
有
水
面
埋
立
工
事
の
竣
し
ゅ
ん
功
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
木
監
理
課
）

一

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

二

○
道
路
の
位
置
指
定
（
二
件
）

（
建
　
築
　
課
）

公
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

○
香
川
県
職
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
に
関
す
る
状
況
及
び
倫
理
の
保
持
に
関
し
て
講

じ
た
施
策
の
公
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
行
政
企
画
課
）

三

○
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
立
病
院
・
施
設
経
営
課
）

○
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
計
量
検
定
所
）

七

○
平
成
十
五
年
度
香
川
県
改
良
普
及
員
資
格
試
験
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
（
農
業
経
営
課
）

警
察
本
部
公
告

○
一
般
競
争
入
札
の
実
施

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

九

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

一
一

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

一
三

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出

一
四

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
取
消
し
の
届
出

●
香
川
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
竣

し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
丸
亀
市
役
所
建
設
経
済
部
建
設
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
六
月
三
日
か
ら
十
年
間

閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事
　
　
川
　
　
北
　
　
文
　
　
雄

一
　
竣

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
六
日

二
　
竣
し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

香
川
県

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
知
事
　
真
鍋
武
紀

三
　
埋
立
区
域

１
　
位
置

①
イ
地
区

丸
亀
市
本
島
町
大
字
笠
島
字
城
根
三
七
四
番
、
同
字
西
浦
七
三
一
番
、
同
七
二
九
番
２
、
同
七

三
二
番
、
同
七
三
七
番
、
同
七
三
八
番
、
同
七
三
九
番
、
同
七
四
○
番
及
び
同
七
四
三
番
に
接

す
る
地
先
公
有
水
面

②
ロ
地
区

丸
亀
市
本
島
町
大
字
笠
島
字
西
浦
七
四
五
番
、
七
四
六
番
及
び
同
七
四
七
番
に
接
す
る
地
先
公

有
水
面

２
　
区
域

①
イ
地
区
　
別
図
の
と
お
り

②
ロ
地
区
　
別
図
の
と
お
り

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
六
月
三
日

（
第
九
〇
三
五
号
）

二

３
　
面
積

①
イ
地
区
　
七
一
三
・
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル

②
ロ
地
区
　
七
七
四
・
○
九
平
方
メ
ー
ト
ル

四
　
埋
立
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

１
　
免
許
年
月
日

平
成
三
年
十
二
月
二
十
四
日

２
　
免
許
番
号

三
監
Ａ
第
一
○
八
号

（
「
別
図
」
は
、
省
略
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業

の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事
　
　
川
　
　
北
　
　
文
　
　
雄

一
　
施
行
者
の
名
称

高
松
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
百
十
号
香
川
中
央
都
市
計
画
道
路
事
業
　
三
・
三
・
一
一
一
　
朝
日
町

仏
生
山
線

三
　
事
業
施
行
期
間

変
更
な
し

四
　
事
業
地

収
用
の
部
分
　
高
松
市
花
園
町
一
丁
目
、
二
丁
目
及
び
三
丁
目
並
び
に
楠
上
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目

並
び
に
今
里
町
字
楠
川
並
び
に
上
福
岡
町
地
内

●
香
川
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事
　
　
川
　
　
北
　
　
文
　
　
雄

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
長
土
指
道
　
第
二
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
五
年
五
月
二
十
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
さ
ぬ
き
市
志
度
字
藤
井
三
三
七
〇
―
一
及
び
同
地
先
農
道

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
二
八
・
九
七
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事
　
　
川
　
　
北
　
　
文
　
　
雄

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
長
土
指
道
　
第
三
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
五
年
五
月
二
十
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
東
か
が
わ
市
三
本
松
一
〇
八
二
―
四
、
一
〇
八
二
―
五
、
一
一
〇
七
―
五
及
び

同
地
先
農
道
・
水
路

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
六
三
・
〇
一
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
三
百
七
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
六
月
三
日

（
第
九
〇
三
五
号
）

三

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
五
年
七
月
二
十
三
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事
　
　
川
　
　
北
　
　
文
　
　
雄

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
動
物
愛
護
か
が
わ

日
下
　
聰
徳

香
川
郡
香
南
町
大
字
由
佐
六
二
〇
番
九
七

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
会
は
、
人
と
動
物
の
絆
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ア
ニ
マ
ル
・
ボ
ン
ド
）
を
確
立
す
る
と
共
に
、
次
世
代

を
担
う
子
供
た
ち
の
動
物
愛
護
の
心
を
育
む
教
育
の
普
及
に
よ
り
、
市
民
と
動
物
、
特
に
犬
猫
な
ど
が

平
和
に
共
存
出
来
る
社
会
づ
く
り
を
目
指
し
て
、
そ
の
環
境
保
全
と
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。
よ
っ
て
、
啓
蒙
活
動
を
中
心
と
し
、
保
護
活
動
は
行
わ
な
い
。

●
香
川
県
公
告
第
三
百
七
十
九
号

香
川
県
職
員
倫
理
条
例
（
平
成
十
三
年
香
川
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の

規
定
に
よ
り
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
香
川
県
職

員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
に
関
す
る
状
況
及
び
倫
理
の
保
持
に
関
し
て
講
じ
た
施
策
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事
　
　
川
　
　
北
　
　
文
　
　
雄

一
　
倫
理
の
保
持
に
関
す
る
状
況

１
　
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
一
件
に
つ
き
五
千
円
を
超
え
る
贈
与
等
又
は
報
酬
の
支

払
い
を
受
け
た
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
三
件

２
　
条
例
第
四
条
第
一
項
の
倫
理
規
則
等
（
以
下
「
倫
理
規
則
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
講
演

等
を
行
う
た
め
の
倫
理
監
督
者
の
承
認
を
受
け
た
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
件

３
　
条
例
及
び
倫
理
規
則
等
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
る
懲
戒
処
分
の
件
数
　
　
　
　
　
　
〇
件

二
　
倫
理
の
保
持
に
関
し
て
講
じ
た
主
な
施
策

１
　
管
理
職
員
に
対
し
、
職
員
の
綱
紀
の
保
持
と
服
務
規
律
の
確
保
等
に
つ
い
て
周
知
し
た
こ
と
。

２
　
職
員
研
修
等
に
お
い
て
、
職
員
倫
理
に
関
す
る
講
座
を
開
催
す
る
な
ど
周
知
徹
底
を
図
っ
た
こ
と
。

３
　
条
例
及
び
倫
理
規
則
等
の
適
正
な
運
用
を
図
る
た
め
、
質
疑
応
答
集
等
の
資
料
提
供
な
ど
を
行
っ

た
こ
と
。

●
香
川
県
公
告
第
三
百
八
十
号

次
の
と
お
り
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
香
川
県
会
計
規

則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事
　
　
川
　
　
北
　
　
文
　
　
雄

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
件
名
及
び
数
量
　
香
川
県
立
中
央
病
院
あ
り
方
検
討
に
係
る
調
査
業
務
　
一
式

２
　
調
達
案
件
の
特
質
等
　
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３
　
履
行
期
限
　
平
成
十
六
年
三
月
十
五
日

４
　
入
札
方
法

入
札
者
は
、
入
札
書
を
含
む
提
案
書
等
（
以
下
「
提
案
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

必
要
書
類
の
種
類
及
び
部
数
に
つ
い
て
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当

す
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を

切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額

の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
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四

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
Ａ
級
に
格
付

さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

４
　
国
立
、
都
道
府
県
立
又
は
市
町
村
立
の
病
院
（
五
百
床
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
整
備

基
本
構
想
又
は
整
備
基
本
計
画
策
定
業
務
の
実
績
を
有
し
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
誠
実
に
履
行
し
た
こ

と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
４
及
び
仕
様
書
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る

書
類
を
平
成
十
五
年
六
月
二
十
六
日
午
後
五
時
ま
で
に
四
の
１
の

の

の
場
所
に
提
出
し
、
当
該
書

類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
仕
様
書
に
掲
げ
る
用
件
を
満
た
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四
　
提
案
書
等
の
提
出
及
び
入
札
等

１
　
提
案
書
等
の
提
出

提
案
書
等
を
持
参
す
る
場
合

日
時
　
平
成
十
五
年
六
月
三
十
日
午
後
一
時
か
ら
二
時
ま
で

場
所
　
香
川
県
庁
本
館
十
二
階
第
二
会
議
室

郵
便
に
よ
る
入
札
　
可
と
す
る
。
た
だ
し
、
書
留
親
展
に
限
る
。

受
領
期
限
　
平
成
十
五
年
六
月
三
十
日
正
午

送
付
先
　
郵
便
番
号
七
六
〇
｜
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
健

康
福
祉
部
県
立
病
院
・
施
設
経
営
課

提
案
書
等
の
す
べ
て
の
書
類
が
揃
っ
て
い
な
い
場
合
は
失
格
と
す
る
。

２
　
入
札日

時
　
平
成
十
五
年
六
月
三
十
日
午
後
二
時

場
所
　
香
川
県
庁
本
館
十
二
階
第
二
会
議
室

入
札
価
格
が
、
県
が
設
定
す
る
予
定
価
格
に
百
五
分
の
百
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
以
下
「
比
較

額
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
内
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
範
囲
内
の
入
札
価
格
を
提
示
し
た
入
札
者
の

み
、
そ
の
後
の
落
札
者
選
定
の
対
象
と
す
る
。
比
較
額
を
超
え
る
入
札
価
格
を
提
示
し
た
入
札
者

は
失
格
と
し
、
そ
の
場
で
通
知
す
る
。

３
　
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
五
年
六
月
十
日
午
後
一
時
三
十
分
　
香
川
県
庁
本
館
十
二
階
第
二
会
議
室

五
　
落
札
者
の
決
定
方
法

県
は
、
学
識
経
験
者
等
で
構
成
す
る
香
川
県
立
中
央
病
院
あ
り
方
検
討
委
員
会
が
、
別
記
の
香
川
県

中
央
病
院
あ
り
方
検
討
に
係
る
調
査
業
務
の
事
業
者
選
定
基
準
に
従
っ
て
実
施
す
る
審
査
を
踏
ま
え
、

落
札
者
を
決
定
す
る
。

六
　
そ
の
他

１
　
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
　
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
　
免
除

３
　
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４
　
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
え
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５
　
落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
予
約
完
結
権
の
譲
渡
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五

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
締
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

７
　
契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

８
　
問
い
合
わ
せ
先
　
郵
便
番
号
七
六
〇
｜
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県

健
康
福
祉
部
県
立
病
院
・
施
設
経
営
課
県
立
病
院
グ
ル
ー
プ
　
電
話
番
号
〇
八

七
｜
八
三
二
｜
三
三
一
〇

９
　
そ
の
他
　
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
六
月
三
日

（
第
九
〇
三
五
号
）

六

香
川
県
立
中
央
病
院
あ
り
方
検
討
に
係
る
調
査
業
務
の
事
業
者
選
定
基
準

別
記

項
　
　
　
　
　
目

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

ポ
イ
ン
ト

取
組
意
欲
、

目
的
適
合
性
、

作
業
方
法
等
の
的
確
性

提
案
力医
療
を
取
り
巻
く
環
境
、

県
内
の
医
療
需
要
・
供
給
の
状
況
、

中
央
病
院
の
状
況

中
央
病
院
に
ふ
さ
わ
し
い
機
能
及
び
現
施
設
・

設
備
で
の
対
応
の
可
否
、

病
床
数
、
診
療
科
の
検
討

移
転
新
築
・
大
規
模
改
修
等
の
比
較
検
討

（
移
転
の
検
討
に
あ
た
っ
て
）

移
転
候
補
地
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
、
評
価

実
施
体
制
、

助
言
・
指
導
力

会
社
と
し
て
の
実
績

見
積
金
額

本
事
業
に
対
す
る
意
欲
が
伺
わ
れ
る
か
。

業
務
の
趣
旨
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
か
。

現
状
把
握
を
的
確
に
実
施
し
た
上
で
、
方
向
性
を
導
き
出
し
て
い
く
行
程
が
適
切
か
。

10点

40点

幅
広
い
情
報
提
供
、
的
確
な
分
析
が
期
待
で
き
る
か
。

（
10点
）

幅
広
い
提
案
と
そ
れ
に
対
す
る
十
分
な
検
討
が
期
待
で
き
る
か
。

（
本
県
の
実
情
を
踏
ま
え
た
上
で
、
中
央
病
院
に
ふ
さ
わ
し
い
提
案
が
期
待
で
き
る
か
。
）

（
10点
）

現
状
の
問
題
点
を
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
伺
え
る
か
。

方
針
決
定
の
た
め
の
検
討
方
法
は
適
切
か
。

（
10点
）

候
補
地
選
定
の
た
め
の
検
討
方
法
は
適
切
か
。

（
10点
）

担
当
者
の
経
験
は
豊
富
か
。

検
討
委
員
会
、
幹
事
会
で
の
検
討
過
程
等
に
お
い
て
、
的
確
な
助
言
と
指
導
が
期
待
で
き
る
か
。

20点

過
去
に
お
け
る
同
様
な
業
務
の
実
績
は
あ
る
か
。

そ
の
報
告
書
の
内
容
は
、
高
い
レ
ベ
ル
を
有
し
て
い
る
か
。

20点

内
容
に
対
し
て
見
積
り
金
額
は
妥
当
か
。（
点
数
＝
（
10－

（
見
積
金
額
×
1.05÷

委
託
契
約
上
限
額
×
10））

10点

（
合
計
点
数
：
100点

満
点
）
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七

●
香
川
県
公
告
第
三
百
八
十
一
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
（
特
定
計

量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事
　
　
川
　
　
北
　
　
文
　
　
雄

一
　
定
期
検
査
の
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
分
銅
及
び
お
も
り

二
　
定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
期
日
及
び
場
所

１
　
検
査
区
域

仲
多
度
郡
、
綾
歌
郡
、
丸
亀
市
及
び
坂
出
市

２
　
検
査
期
日

平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

３
　
検
査
場
所

当
該
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所

●
香
川
県
公
告
第
三
百
八
十
二
号

平
成
十
五
年
度
香
川
県
改
良
普
及
員
資
格
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事
職
務
代
理
者

香
川
県
副
知
事
　
　
川
　
　
北
　
　
文
　
　
雄

一
　
試
験
の
実
施
期
日

筆
記
試
験
　
平
成
十
五
年
十
月
二
十
三
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）

口
述
試
験
　
平
成
十
五
年
十
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）

二
　
試
験
の
実
施
場
所

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
庁

三
　
受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
十
五
年
七
月
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
金
曜
日
）
ま
で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土

曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除

く
。な

お
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ
る
場
合
は
、
平
成
十
五
年
七
月
十
八
日
以
前
の
消
印
（
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
を
含
む
。)

の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

四
　
受
験
願
書
の
提
出
先

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
農
政
水
産
部
農
業
経
営
課

五
　
受
験
手
続
そ
の
他

１
　
受
験
手
続
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
度
香
川
県
改
良
普
及
員
資
格
試
験
受
験
案
内
に
よ

る
。

２
　
１
の
受
験
案
内
は
、
香
川
県
農
政
水
産
部
農
業
経
営
課
及
び
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
並
び
に
県

内
の
市
役
所
及
び
町
役
場
に
お
い
て
交
付
す
る
。

な
お
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ
り
請
求
す
る
場
合
は
、
受
験
案
内
の
送
付
を
郵
便
に
よ
り
行
う

の
で
、
返
信
用
角
型
二
号
封
筒
（
百
四
十
円
切
手
を
は
り
、
あ
て
先
を
明
記
し
た
も
の
）
を
必
ず
同

封
す
る
こ
と
。

３
　
こ
の
試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、
香
川
県
農
政
水
産
部
農
業
経
営
課
（
電
話
番
号
〇
八
七
―

八
三
二
―
三
四
〇
四
）
に
行
う
こ
と
。

●
香
川
県
警
察
本
部
公
告
第
一
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る

香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
警
察
本
部
長
　
　
植
　
　
松
　
　
信
　
　
一

警
察
本
部
公
告



書
類
を
平
成
十
五
年
七
月
二
十
三
日
午
前
十
時
ま
で
に
四
の
１
の
場
所
に
提
出
し
、
当
該
書
類
に
関
し

説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
物
品
を
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四
　
入
札
書
の
提
出
場
所
等

１
　
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
九
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
警
察
本
部
警
務
部

情
報
管
理
課
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
三
―
〇
一
一
〇
（
内
線
二
四
二
三
）

２
　
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所
　
平
成
十
五
年
七
月
十
一
日
午
前
十
時
　
香
川
県
警
察
本
部
入
札

室
３
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
八
日
午
前
十
時
　
香
川
県
警
察
本
部

入
札
室

五
　
そ
の
他

１
　
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
　
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
　
規
則
第
百
五
十
二
条
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
免
除
す
る
。

３
　
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４
　
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５
　
落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。

６
　
落
札
の
無
効

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
六
月
三
日

（
第
九
〇
三
五
号
）

八

一
　
調
達
内
容

１
　
借
入
件
名
及
び
数
量
　
警
察
情
報
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
用
端
末
（
端
末
機
、
周
辺
機
器
、
維
持
補

修
サ
ー
ビ
ス
及
び
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
）

一
式

２
　
調
達
案
件
の
特
質
等
　
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３
　
借
入
期
間
　
平
成
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
借
入
場
所
　
香
川
県
警
察
本
部
及
び
各
警
察
署

５
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当

す
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を

切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額

の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
Ａ
級
に
格
付

さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

４
　
本
公
告
に
示
し
た
調
達
物
品
を
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
確
実
に
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５
　
納
入
し
よ
う
と
す
る
物
品
が
本
公
告
に
示
し
た
調
達
物
品
と
同
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
者
で

あ
る
こ
と
。

６
　
本
公
告
に
示
し
た
調
達
物
品
に
係
る
迅
速
な
維
持
補
修
サ
ー
ビ
ス
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
４
か
ら
６
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
六
月
三
日

（
第
九
〇
三
五
号
）

九

落
札
者
は
、落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

８
　
契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

９
　
そ
の
他
　
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。
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●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友

一
　
一
以
上
の
市
町
村
又
は
公
職
選
挙
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら

れ
る
政
党
の
支
部

政
党
の
名
称
　
自
由
党

自
由
党
香
川
県
第
３
総
支
　
山
元
　
　
徹
　
　
小
瀧
　
國
夫
　
　
善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
一
〇
四
二
　
　

部
二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

新
井
哲
二
後
援
会
　
　
　

木
　
　
博
　
　
平
田
　
春
男
　
　
丸
亀
市
今
津
町
五
〇
二
　
　
　
　
　

あ
り
ふ
く
哲
二
後
援
会
　
　
高
木
　
和
俊
　
　
宮
谷
　
秀
俊
　
　
坂
出
市
林
田
町
三
四
七
〇
｜
二
〇
　

五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
泉
武
美
後
援
会
　
　
　
　
伏
見
　
　
孝
　
　
伏
見
　
　
孝
　
　
木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
三
五
八
　

三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
上
孝
志
後
援
会
　
　
　
　
井
上
由
紀
路
　
　
井
上
志
計
子
　
　
木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
三
〇
五
　

｜
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
上
正
清
後
援
会
　
　
　
　
三
枝
　
一
郎
　
　
亀
田
亀
久
男
　
　
小
豆
郡
土
庄
町
甲
五
四
三
三
｜
四
　

井
下
た
か
よ
し
後
援
会
　
　
井
下
　
尊
義
　
　
井
下
富
士
子
　
　
観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
三
〇
二
九
　

｜
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
江
ひ
ろ
ふ
み
後
援
会
　
　
高
島
　
安
美
　
　
高
島
　
　
輝
　
　
仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
東
白
方
　

一
〇
二
一
｜
二
　
　
　
　
　
　
　
　

植
條
敬
介
後
援
会
　
　
　
　
冨
家
　
洋
三
　
　
植
條
　
一
夫
　
　
坂
出
市
林
田
町
三
七
九
七
｜
一
〇
　

内
海
隆
一
後
援
会
　
　
　
　
内
海
　
祐
次
　
　
横
井
　
義
信
　
　
綾
歌
郡
綾
歌
町
富
熊
一
二
〇
五
　
　

大
井
ま
さ
る
後
援
会
　
　
　
松
永
　
壽
夫
　
　
大
井
　
徳
雄
　
　
丸
亀
市
土
居
町
二
｜
一
三
｜
一
六
　

大
野
健
後
援
会
　
　
　
　
　
大
野
　
　
健
　
　
大
野
　
宏
子
　
　
さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田
西
三
五
七
　

四
｜
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
平
た
つ
き
後
援
会
　
　
　
神
原
　
元
八
　
　
大
平
　
一
徳
　
　
善
通
寺
市
中
村
町
一
二
六
三
　
　
　

オ
オ
マ
エ
カ
ン
と
坂
出
市
　
林
　
　
豊
彦
　
　
園
部
　
　
裕
　
　
坂
出
市
京
町
二
｜
五
｜
一
三
　
　
　

政
を
考
え
る
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
治
団
体
の
名
称

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
　
　
　
　
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
　
　
　
　
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
六
月
三
日

（
第
九
〇
三
五
号
）

一
〇

大
矢
一
夫
後
援
会
　
　
　
　
大
矢
　
一
夫
　
　
村
上
　
健
司
　
　
観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
二
九
七
七
　

｜
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
田
ま
な
み
後
援
会
　
　
　
平
野
　
　
理
　
　
安
川
　
紀
夫
　
　
高
松
市
藤

町
三
｜
一
三
｜
一
四
　

香
川
芳
文
を
囲
む
会
　
　
　
香
川
　
芳
文
　
　
香
川
　
弘
子
　
　
綾
歌
郡
飯
山
町
上
法
軍
寺
三
九
五
　

上
川
ま
さ
え
後
援
会
　
　
　
井
藤
　
信
義
　
　
須
加
田
福
盛
　
　
小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜
末
二
〇
七
二
　

川
口
ゆ
き
じ
後
援
会
　
　
　
川
口
　
幸
路
　
　
川
口
　
　
彰
　
　
小
豆
郡
土
庄
町
甲
二
四
九
　
　
　
　

弘
求
会
　
　
　
　
　
　
　
　
林
野
　
忠
弘
　
　
上
田
　
香
純
　
　
善
通
寺
市
稲
木
町
八
六
四
　
　
　
　

合
田
俊
典
後
援
会
　
　
　
　
高
森
　
　
新
　
　
合
田
　
　
功
　
　
三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
和
田
浜
一
五
　

二
九
｜
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

児
玉
と
し
い
ち
後
援
会
　
　
高
倉
　
重
信
　
　
西
山
　
和
宏
　
　
善
通
寺
市
下
吉
田
町
五
五
二
｜
五
　

後
藤
す
み
ひ
ろ
後
援
会
　
　
川
本
　
弘
貴
　
　
後
藤
　
純
弘
　
　
小
豆
郡
土
庄
町
長
浜
甲
一
五
五
三
　

三
枝
く
に
ひ
こ
後
援
会
　
　
西
口
　
道
雄
　
　
三
枝
　
英
夫
　
　
小
豆
郡
土
庄
町
甲
一
六
五
六
｜
一
　

齋
藤
勝
範
後
援
会
　
　
　
　
齋
藤
　
利
治
　
　
齋
藤
　
智
恵
　
　
三
豊
郡
三
野
町
大
字
大
見
甲
六
六
　

三
六
｜
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
条
真
嗣
後
援
会
　
　
　
　
伊
関
　
安
雄
　
　
荒
井
　
　
進
　
　
坂
出
市
西
庄
町
七
〇
〇
｜
一
　
　
　

志
村
た
だ
あ
き
後
援
会
　
　
矢
野
　
正
則
　
　
松
岡
　
　
猛
　
　
仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
道
福
寺
　

四
六
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
井
と
も
ひ
で
後
援
会
　
　
白
井
　
博
子
　
　
白
井
　
桂
子
　
　
さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
中
二
一
四
　

〇
｜
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
名
教
男
後
援
会
　
　
　
　
新
名
　
教
男
　
　
新
名
　
典
子
　
　
小
豆
郡
内
海
町
西
村
甲
一
八
五
七
　

高
砂
清
一
後
援
会
　
　
　
　
高
砂
　
清
一
　
　
高
砂
　
詠
子
　
　
木
田
郡
庵
治
町
四
五
〇
七
　
　
　
　

嶋
正
朋
後
援
会
　
　
　
　
高
嶋
　
和
典
　
　
高
嶋
　
政
惠
　
　
さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
東
二
九
　
　

高
橋
祥
晃
後
援
会
　
　
　
　
高
橋
　
秀
信
　
　
秋
山
　
政
治
　
　
木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
三
一
三
　

七
｜
一
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

詫
間
純
一
後
援
会
　
　
　
　
宮
川
　
正
夫
　
　
田
邊
　
悦
子
　
　
三
豊
郡
詫
間
町
大
字
詫
間
六
二
四
　

｜
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
清
後
援
会
　
　
　
　
　
　
谷
　
　
　
清
　
　
谷
　
　
良
子
　
　
小
豆
郡
内
海
町
片
城
甲
一
｜
一
　
　

地
域
を
元
気
に
！
有
岡
し
　
有
岡
　
信
次
　
　
野
崎
健
次
郎
　
　
木
田
郡
牟
礼
町
原
一
八
二
四
　
　
　

ん
じ
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
聖
二
後
援
会
　
　
　
　
中
村
　
聖
二
　
　
中
村
　
裕
子
　
　
さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
西
二
四
八
　

五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
本
ひ
ろ
子
後
援
会
　
　
　
加
藤
　
　
武
　
　
西
本
　
和
仁
　
　
綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
三
九
五
｜
三
　

野

ひ
と
し
後
援
会
　
　
　
寒
川
　
忠
行
　
　
石
原
　
光
久
　
　
さ
ぬ
き
市
鴨
庄
八
七
〇
　
　
　
　
　

浜
崎
修
後
援
会
　
　
　
　
　
浜
崎
　
絹
代
　
　
橋
本
　
健
一
　
　
さ
ぬ
き
市
津
田
町
鶴
羽
一
六
四
四
　

｜
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林
野
た
だ
ひ
ろ
後
援
会
　
　
大
西
　
　
求
　
　
上
田
　
香
純
　
　
善
通
寺
市
稲
木
町
八
六
四
　
　
　
　

前
川
つ
と
む
後
援
会
　
　
　
前
川
　
辰
夫
　
　
篠
原
　
秀
美
　
　
三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
比
地
二
九
九
　

六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
し
ま
三
郎
後
援
会
　
　
　
中
山
　
　
耕
　
　
植
村
　
照
代
　
　
さ
ぬ
き
市
小
田
二
〇
一
一
｜
三
　
　

松
岡
忠
を
育
て
る
会
　
　
　
山
本
　
信
夫
　
　
松
岡
　
孝
子
　
　
仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
山
階
一
　

八
二
九
｜
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
岡
善
一
後
援
会
　
　
　
　
菊
池
　
　
登
　
　
石
原
　
敏
範
　
　
さ
ぬ
き
市
小
田
一
五
一
四
｜
九
八
　

松
原
た
け
の
り
後
援
会
　
　
三
村
　
正
則
　
　
松
原
　
宥
美
　
　
さ
ぬ
き
市
造
田
野
間
田
六
七
五
｜

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
な
べ
幸
一
郎
後
援
会
　
　
白
井
　
貞
男
　
　
真
部
　
康
寛
　
　
さ
ぬ
き
市
長
尾
西
六
六
一
｜
一
　
　

三
好
健
一
後
援
会
　
　
　
　
三
好
　
五
郎
　
　
石
川
　
昭
二
　
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
居
二
三
九
六
　

｜
一
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
時
誠
二
後
援
会
　
　
　
　
木
村
　
唯
夫
　
　
福
西
　
直
美
　
　
さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田
西
五
五
｜

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

“牟
礼
町
を
刷
新
す
る
”

谷
本
一
二
三
　
　
角
野
　
哲
夫
　
　
木
田
郡
牟
礼
町
原
一
九
九
八
　
　
　

高
木
英
一
と
語
る
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
木
弘
後
援
会
　
　
　
　
　
大
和
　
國

岩
澤
　
啓
一
　
　
さ
ぬ
き
市
志
度
一
二
一
一
｜
八
　
　



自
由
民
主
党
三
谷
支
部
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
高
松
市
三
谷
町
八
四
八
　
高
松
市
三
谷
町
一
八
三
　

所
の
所
在
地
　
｜
四
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
　
表
　
者
　
畑
本
　
義
一
　
　
　
　
　
真
柴
　
輝
夫
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

石
川
敏
幸
後
援
会
　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
青
山
　
嘉
元
　
　
　
　
　
渡
邉
　
陽
行
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
田
け
ん
ご
後
援
会
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
大
倉
　
　
清
　
　
　
　
　
太
田
　
行
男
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
国
宏
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
真
鍋
　
安
市
　
　
　
　
　
入
江
　
　
正
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
野
健
一
後
援
会
　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
大
川
　
俊
夫
　
　
　
　
　
小
野
　
健
一
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
川
県
社
会
福
祉
政
治
連
盟
　
　
会
計
責
任
者
　
筒
井
　
建
策
　
　
　
　
　
太
田
　
正
晴
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
川
県
民
社
協
会
　
　
　
　
　
　
会
計
責
任
者
　
松
下
　
純
子
　
　
　
　
　
小
島
司
津
夫
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
じ
た
ち
い
く
後
援
会
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
三
宅
　
利
明
　
　
　
　
　
久
保
　
義
博
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
も
り
や
す
後
援
会
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
高
松
市
藤

町
一
｜
一
　
高
松
市
栗
林
町
二
｜
一
　

所
の
所
在
地
　
三
七
　
　
　
　
　
　
　
　
八
｜
一
八
　
　
　
　
　
　

川
崎
造
船
労
働
組
合
坂
出
支
部
　
政
治
団
体
の
　
川
崎
造
船
労
働
組
合
坂
　
川
崎
重
工
労
働
組
合
坂
　

政
治
活
動
委
員
会
　
　
　
　
　
　
名
　
　
　
称
　
出
支
部
政
治
活
動
委
員
　
出
支
部
政
治
活
動
委
員
　

会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
　
三
好
　
洋
司
　
　
　
　
　
行
光
　
進
一
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川

等
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
小
笠
原
照
明
　
　
　
　
　
横
山
　
正
敏
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

役
重
正
則
後
援
会
　
　
　
　
先
曽
　
昭
和
　
　
龍
田
　
禮
一
　
　
小
豆
郡
土
庄
町
甲
八
五
五
｜
四
　
　

山
口
保
範
後
援
会
　
　
　
　
佐
伯
　
幸
男
　
　
佐
伯
　
清
尚
　
　
小
豆
郡
土
庄
町
肥
土
山
甲
一
九
八
　

五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
地
宏
美
後
援
会
　
　
　
　
山
地
　
宏
美
　
　
山
地
　
睦
子
　
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
居
三
四
二
五
　

｜
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
中
彰
後
援
会
　
　
　
　
　
山
中
　
　
彰
　
　
北
村
　
義
春
　
　
小
豆
郡
内
海
町
福
田
甲
五
六
一
｜

二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田
こ
う
い
ち
後
援
会
　
　
松
本
　
恭
直
　
　
安
藤
　
晃
次
　
　
坂
出
市
御
供
所
町
一
｜
二
｜
九
　
　

田
す
す
む
後
援
会
　
　
　
多
田
　
悌
二
　
　
吉
田
佐
千
子
　
　
さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
西
七
一
　
　

渡
辺
み
き
子
後
援
会
　
　
　
米
田
　
晴
彦
　
　
福
崎
　
有
二
　
　
仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
奥
白
方
　

一
三
三
五
｜
三
　
　
　
　
　
　

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友
　
　

一
　
政
党
の
支
部

自
由
民
主
党
香
川
県
建
設
支
部
　
会
計
責
任
者
　
福
家
　
正
教
　
　
　
　
　
花
田
　
正
平
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
由
民
主
党
香
川
県
倉
庫
支
部
　
会
計
責
任
者
　
上
岡
　
勝
己
　
　
　
　
　
木
村
　
宣
雄
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
由
民
主
党
香
川
県
と
き
わ
会
　
会
計
責
任
者
　
野
崎
　
英
昭
　
　
　
　

木
　
昭
雄
　
　
　
　
　

支
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
由
民
主
党
土
庄
支
部
　
　
　
　
会
計
責
任
者
　
森
下
　
淳
一
　
　
　
　
　
高
橋
　
正
博
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
六
月
三
日

（
第
九
〇
三
五
号
）

一
一

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
六
月
三
日

（
第
九
〇
三
五
号
）

一
二

会
計
責
任
者
　
三
好
　
洋
司
　
　
　
　
　
行
光
　
進
一
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
田
れ
い
子
後
援
会
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
大
山
多
津
子
　
　
　
　
　
江
崎
ヨ
シ
エ
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
村
嘉
己
後
援
会
　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
三
井
　
　
明
　
　
　
　
　
磯
渕
　
良
男
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
伸
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
計
責
任
者
　
横
井
　
隆
明
　
　
　
　
　
山
下
　
繁
行
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
藤
久
志
後
援
会
　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
荒
木
　
正
則
　
　
　
　
　
宮
崎
　
信
雄
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
条
忠
文
後
援
会
　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
伊
関
　
安
雄
　
　
　
　
　
本
条
　
一
郎
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
　
荒
井
　
　
進
　
　
　
　
　
惣
田
　
敏
男
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
国
税
理
士
政
治
連
盟
香
川
県
　
代
　
表
　
者
　
高
木
　
　
毅
　
　
　
　
　
佐
藤
　
　
弘
　
　
　
　
　

支
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

芝
昇
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
大
塚
　
忠
直
　
　
　
　
　
田
中
　
数
義
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
川
よ
う
子
後
援
会
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
高
松
市
藤

町
三
｜
一
　
高
松
市
中
央
町
三
｜
一
　

所
の
所
在
地
　
三
｜
一
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
　
表
　
者
　
藤
原
　
高
明
　
　
　
　
　
梶
　
　
義
照
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
　
松
永
　
　
始
　
　
　
　
　
藤
目
　
　
剛
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
澤
進
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
会
計
責
任
者
　
吉
原
　
忠
男
　
　
　
　
　
田
中
　
　
晟
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
谷
ゆ
き
の
ぶ
後
援
会
　
　
　
　
会
計
責
任
者
　
横
井
　
隆
明
　
　
　
　
　
香
川
　
英
典
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
治
に
参
加
す
る
会
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
小
豆
郡
土
庄
町
渕
崎
甲
　
小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
家
　

所
の
所
在
地
　
二
六
九
一
｜
一
　
　
　
　
浦
二
一
一
四
｜
三
　
　
　

代
　
表
　
者
　
兒
島
　
晴
敏
　
　
　
　
　
砂
川
　
三
男
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
善
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
真
部
幸
一
郎
　
　
　
　
　
真
部
　
善
美
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
　
真
部
　
康
寛
　
　
　
　
　
黒
田
　
咲
子
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
木
や
す
み
つ
を
育
て
る
会
　
　
会
計
責
任
者
　
三
好
　
洋
司
　
　
　
　
　
行
光
　
進
一
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
松
建
設
同
友
会
　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
大
下
　
将
弘
　
　
　
　
　
市
原
　
徳
泰
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
川
実
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
徳
山
　
　
孝
　
　
　
　
　
米
澤
　
正
文
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
に
き

雄
後
援
会
　
　
　
　
　
政
治
団
体
の
　
た
に
き

雄
後
援
会
　
　
谷
木

雄
後
援
会
　
　
　

名
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
条
ひ
ろ
の
り
後
援
会
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
赤
沢
　
庄
三
　
　
　
　
　
内
海
長
次
郎
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
ら
う
ち
保
後
援
会
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
高
松
市
古
新
町
四
｜
三
　
高
松
市
扇
町
二
｜
六
｜

所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
　
　
　
　
　
　
　
　

東
山
光
徳
後
援
会
　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
三
野
　
　
彰
　
　
　
　
　
前
田
　
　
弘
　
　
　
　
　

の
　
名
　
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ひ
ら
た
景
子
後
援
会
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
合
田
　
悦
雄
　
　
　
　
　
鎌
倉
伊
都
夫
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
　
平
田
　
弘
次
　
　
　
　
　
合
田
　
悦
雄
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
田
修
一
後
援
会
　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
細
谷
　
利
幸
　
　
　
　
　
末
包
修
一
郎
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
　
奥
谷
　
義
照
　
　
　
　
　
岡
部
　
　
伝
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
六
月
三
日

（
第
九
〇
三
五
号
）

一
三

べ
っ
ぷ
健
二
後
援
会
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
嶋
崎
　
陽
夫
　
　
　
　
　
角
野
　
直
臣
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
内
明
敏
後
援
会
　
　
　
　
　
　
会
計
責
任
者
　
松
内
　
幸
子
　
　
　
　
　
松
内
　
昭
徳
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
岡
あ
き
ら
後
援
会
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
　
木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
　

所
の
所
在
地
　
礼
一
四
〇
　
　
　
　
　
　
礼
一
四
〇
｜
Ｍ
二
二
｜

〇
二
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
澤
喜
一
香
川
後
援
会
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
高
松
市
番
町
五
｜
五
｜

高
松
市
番
町
三
｜
二
｜

所
の
所
在
地
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
　
表
　
者
　
加
藤
　
達
雄
　
　
　
　
　
大
西
　
潤
甫
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
　
板
東
保
寸
夫
　
　
　
　
　
加
藤
　
達
雄
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
武
登
司
雄
後
援
会
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
國
方
　
正
巳
　
　
　
　
　
岩
部
注
連
一
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
　
山
崎
　
和
夫
　
　
　
　
　
植
松
　
義
春
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
武
登
司
雄
政
経
懇
話
会
　
　
　
会
計
責
任
者
　
山
崎
　
和
夫
　
　
　
　
　
植
松
　
義
春
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
生
好
彦
後
援
会
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
小
豆
郡
土
庄
町
甲
二
八
　
小
豆
郡
土
庄
町
甲
三
八
　

所
の
所
在
地
　
四
五
｜
二
　
　
　
　
　
　
三
四
｜
四
　
　
　
　
　
　

代
　
表
　
者
　
中
村
　
善
也
　
　
　
　
　
中
本
　
寿
満
　
　
　
　
　

の
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友
　
　

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

綾
宏
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
戸
清
次
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

泉
川
く
に
ひ
ろ
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
田
博
之
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
川
ひ
と
し
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
沢
正
治
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大

ひ
ろ
し
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
川
健
一
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

活
力
あ
る
東
か
が
わ
を
作
る
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
べ
山
耕
造
を
育
て
る
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
口
つ
よ
し
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
枝
一
郎
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
枝
詔
資
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
性
を
議
会
に
送
る
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
原
晴
美
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
克
巳
を
育
て
る
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
雲
昭
治
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
岡
あ
き
お
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
川
し
ょ
う
ご
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
義
仁
と
市
政
を
考
え
る
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
花
と
緑
の
ま
ち
づ
く
り
」
岡
崎
敏
一
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
六
月
三
日

（
第
九
〇
三
五
号
）

一
四

平
田
修
一
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
本
哲
夫
と
21
世
紀
を
考
え
る
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

細
川
義
典
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
川
綾
子
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

毛
利
成
一
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
岡
茂
美
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
沢
正
文
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友
　
　

有
岡
　
信
次
　
　
牟
礼
町
議
会
　
地
域
を
元
気
に
！
　
木
田
郡
牟
礼
町
原
一
八
二
四
　
有
岡
　
信
次
　

議
員
　
　
　
　
有
岡
し
ん
じ
後
援
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
下
　
尊
義
　
　
香
川
県
議
会
　
井
下
た
か
よ
し
後
　
観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
三
〇
　
井
下
　
尊
義
　

議
員
　
　
　
　
援
会
　
　
　
　
　
　
二
九
｜
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
川
　
芳
文
　
　
香
川
県
議
会
　
香
川
芳
文
を
囲
む
　
綾
歌
郡
飯
山
町
上
法
軍
寺
三
　
香
川
　
芳
文
　

議
員
　
　
　
　
会
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
名
　
教
男
　
　
内
海
町
議
会
　
新
名
教
男
後
援
会
　
小
豆
郡
内
海
町
西
村
甲
一
八
　
新
名
　
教
男
　

議
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
砂
　
清
一
　
　
庵
治
町
議
会
　
高
砂
清
一
後
援
会
　
木
田
郡
庵
治
町
四
五
〇
七
　
　
高
砂
　
清
一
　

議
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
　
　
　
清
　
　
内
海
町
議
会
　
谷
清
後
援
会
　
　
　
小
豆
郡
内
海
町
片
城
甲
一
｜

谷
　
　
　
清
　

議
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林
野
　
忠
弘
　
　
善
通
寺
市
議
　
弘
求
会
　
　
　
　
　
善
通
寺
市
稲
木
町
八
六
四
　
　
林
野
　
忠
弘
　

会
議
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
部
幸
一
郎
　
　
香
川
県
議
会
　
大
善
会
　
　
　
　
　
さ
ぬ
き
市
長
尾
西
六
六
一
｜

真
部
幸
一
郎
　

議
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
中
　
　
彰
　
　
内
海
町
議
会
　
山
中
彰
後
援
会
　
　
小
豆
郡
内
海
町
福
田
甲
五
六
　
山
中
　
　
彰
　

議
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
｜
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友
　
　

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友
　
　

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者

の

氏

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体

の
　
名
　
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の

氏
　
　
名

資
金
管
理
団

体
の
届
出
事

項
の
異
動
の

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新 内
　
　
　
　
　
容旧

高
城
　
宗
幸

香
川
県
議
会

議
員

高
城
宗
幸
後
援
会

公
職
の
種

類

香
川
県
議
会

議
員

観
音
寺
市
議

会
議
員



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
六
月
三
日

（
第
九
〇
三
五
号
）

一
五

大

寛
　
　
　
　
　
高
松
市
議
会
議
員
　
　
　
大

ひ
ろ
し
後
援
会
　
　
　
　
　
　

木
村
　
　
作
　
　
　
　
　
香
川
県
議
会
議
員
　
　
　
活
力
あ
る
東
か
が
わ
を
作
る
会
　
　

天
雲
　
昭
治
　
　
　
　
　
高
松
市
議
会
委
員
　
　
　
天
雲
昭
治
後
援
会
　
　
　
　
　
　
　

西
川
　
昭
吾
　
　
　
　
　
坂
出
市
議
会
議
員
　
　
　
西
川
し
ょ
う
ご
後
援
会
　
　
　
　
　

真
部
　
善
美
　
　
　
　
　
香
川
県
議
会
議
員
　
　
　
大
善
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

資
金
管
理
団
体
の
取
消

し
の
届
出
を
し
た
者
の

氏
　
　
　
　
　
　
　
名

公

職

の

種

類

取

消

の

届

出

の

あ

っ

た

資

金

管

理

団

体

の

名

称



平
成
十
五
年
六
月
三
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
六
月
三
日

（
第
九
〇
三
五
号
）

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/
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